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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面上に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体膜と、
　前記半導体膜上に形成されたソース領域およびドレイン領域と、
　前記ソース領域上に形成されたソース電極と、
　前記ドレイン領域上に形成されたドレイン電極と、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極の少なくとも一部の端面を覆うように選択的に
形成された、導電性材料からなるバリア層と、
　前記ドレイン電極および前記バリア層を覆うように形成された画素電極と、を有し、
　前記ソース領域の端面の少なくとも一部は、前記半導体膜の端面および前記ソース電極
の端面と概略一致し、
　前記ドレイン領域の端面の少なくとも一部は、前記半導体膜の端面および前記ドレイン
電極の端面と概略一致することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　絶縁表面上に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して形成された半導体膜と、
　前記半導体膜上に形成されたソース領域およびドレイン領域と、
　前記ソース領域上に形成されたソース電極と、
　前記ドレイン領域上に形成されたドレイン電極と、
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　前記ソース電極および前記ドレイン電極の少なくとも一部の端面を覆うように選択的に
形成された、導電性材料からなるバリア層と、
　前記ソース電極および前記バリア層を覆うように形成された透明導電膜と、
　前記ドレイン電極および前記バリア層を覆うように形成された画素電極と、を有し、
　前記ソース領域の端面の少なくとも一部は、前記半導体膜の端面および前記ソース電極
の端面と概略一致し、
　前記ドレイン領域の端面の少なくとも一部は、前記半導体膜の端面および前記ドレイン
電極の端面と概略一致することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記画素電極は、透明導電膜からなることを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１または２において、前記画素電極は、Ａｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅）、
Ｗ（タングステン）、Ａｌ（アルミニウム）を主成分とする導電膜またはそれらの積層膜
からなることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、前記半導体膜は、微結晶半導体であることを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一において、前記半導体膜は、水素とハロゲン元素を含む微
結晶半導体であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】
　絶縁表面上に組成物を選択的に吐出して、ゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、
　前記第１の半導体膜上にｎ型またはｐ型を付与する不純物元素を含む第２の半導体膜を
形成し、
　前記第２の半導体膜上に第１の導電膜を形成し、
　第１のマスクを用いて前記第１の半導体膜、前記第２の半導体膜および前記第１の導電
膜を選択的に除去して、前記第１の半導体膜、前記第２の半導体膜および前記第１の導電
膜からなる積層膜のパターンを形成し、
　前記積層膜の端面に組成物を選択的に吐出して、バリア層を形成し、
　前記積層膜および前記バリア層を覆うように第２の導電膜を形成し、
　第２のマスクを用いて前記第１の半導体膜の一部、前記第２の半導体膜、前記第１の導
電膜および前記第２の導電膜を選択的に除去して、前記第２の半導体膜からなるソース領
域およびドレイン領域と、前記第１の導電膜からなるソース電極およびドレイン電極と、
前記第２の導電膜からなる画素電極とを形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方
法。
【請求項８】
　絶縁表面上に組成物を選択的に吐出して、ゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、
　前記第１の半導体膜上にｎ型またはｐ型を付与する不純物元素を含む第２の半導体膜を
形成し、
　前記第２の半導体膜上に第１の導電膜を形成し、
　第１のマスクを用いて前記第１の半導体膜、前記第２の半導体膜および前記第１の導電
膜を選択的に除去して、前記第１の半導体膜、前記第２の半導体膜および前記第１の導電
膜からなる積層膜のパターンを形成し、
　前記積層膜の端面に組成物を選択的に吐出して、バリア層を形成し、
　前記積層膜および前記バリア層を覆うように第２の導電膜を形成し、
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　第２のマスクを用いて前記第１の半導体膜の一部、前記第２の半導体膜、前記第１の導
電膜および前記第２の導電膜を選択的に除去して、前記第２の半導体膜からなるソース領
域およびドレイン領域と、前記第１の導電膜からなるソース電極およびドレイン電極と、
前記第２の導電膜からなり、前記ソース電極および前記バリア層を覆うように形成された
透明導電膜、並びに前記ドレイン電極および前記バリア層を覆うように形成された画素電
極とを形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項９】
　絶縁表面上に組成物を選択的に吐出して、ゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、
　前記第１の半導体膜上にｎ型またはｐ型を付与する不純物元素を含む第２の半導体膜を
形成し、
　前記第２の半導体膜上に組成物を選択的に吐出して第１の導電膜を形成し、
　前記第１の導電膜をマスクとして、前記第１の半導体膜および前記第２の半導体膜を選
択的に除去して、前記第１の半導体膜、前記第２の半導体膜および前記第１の導電膜から
なる積層膜のパターンを形成し、
　前記積層膜の端面に組成物を選択的に吐出して、バリア層を形成し、
　前記積層膜および前記バリア層を覆うように第２の導電膜を形成し、
　マスクを用いて前記第１の半導体膜の一部、前記第２の半導体膜、前記第１の導電膜お
よび前記第２の導電膜を選択的に除去して、前記第２の半導体膜からなるソース領域およ
びドレイン領域と、前記第１の導電膜からなるソース電極およびドレイン電極と、前記第
２の導電膜からなる画素電極とを形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項７または８において、前記第１のマスクおよび前記第２のマスクを、組成物を選
択的に吐出して形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれか一において、前記ゲート電極を形成する組成物を吐出した
後、乾燥または焼成し、その後めっきすることにより、前記ゲート電極を形成することを
特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項７乃至１１のいずれか一において、前記ゲート絶縁膜、前記第１の半導体膜、前
記第２の半導体膜および前記第１の導電膜を形成する工程を、大気に曝すことなく連続的
に形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項７乃至１２のいずれか一において、前記第２の導電膜を、組成物を選択的に吐出
して形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項７乃至１３のいずれか一において、前記第１の半導体膜として、微結晶半導体を
形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１５】
　請求項７乃至１３のいずれか一において、前記第１の半導体膜として、水素とハロゲン
元素を含む微結晶半導体を形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１６】
　請求項７乃至１５のいずれか一において、前記バリア層を形成する組成物として、導電
性材料を用いることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１７】
　請求項７乃至１５のいずれか一において、前記バリア層を形成する組成物として、樹脂
材料を用いることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）で構成された回路を有する液晶表示装置および
その作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数ｎｍ～数百ｎｍ程度）
を用いて薄膜トランジスタを構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタはＩＣや
電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチング素
子として開発が行われている。
【０００３】
　一般的に、薄膜トランジスタを用いた画像表示装置として液晶表示装置が知られている
。パッシブマトリクス型の液晶表示装置に比べ低消費電力で高精細な画像が得られること
からアクティブマトリクス型の液晶表示装置が多く用いられるようになっている。アクテ
ィブマトリクス型の液晶表示装置においては、マトリクス状に配置された各画素に設けら
れた画素電極を選択的に駆動することにより、画面上に表示パターンが形成される。つま
り、選択された画素電極と該画素電極に対応する対向電極との間に電圧が印加されること
によって、画素電極と対向電極との間に配置された液晶層の光学変調が行われ、この光学
変調が表示パターンとして観察者に認識される。
【０００４】
　このようなアクティブマトリクス型の液晶表示装置の用途は広がっており、画面サイズ
の拡大とともに高精細化や高開口率化や高信頼性の要求が高まっている。また、同時に生
産性の向上や低コスト化の要求も高まっている。
【０００５】
　従来のアクティブマトリクス型の液晶表示装置は、写真蝕刻（フォトリソグラフィー）
技術により、何枚ものフォトマスクを使用してＴＦＴを基板上に形成していたため製造コ
ストが大きかった。生産性を向上させ歩留まりを向上させるためには、工程数を削減する
ことが有効な手段として考えられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　液晶表示装置の作製工程において、フォトマスクを１枚使用することによって、レジス
ト塗布、プリベーク、露光、現像、ポストベークなどの工程と、その前後の工程において
、被膜の形成およびエッチング工程、さらにレジスト剥離、洗浄や乾燥工程などが付加さ
れ、煩雑なものとなり問題となっていた。
【０００７】
　上記実情を鑑み、本発明はアクティブマトリクス型の液晶表示装置において、薄膜トラ
ンジスタを作製する工程数を削減して製造コストの低減および歩留まりの向上を実現する
ことを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明では、チャネルエッチ型のボトムゲート（逆スタガ
）型ＴＦＴ構造を用いて、ソース領域およびドレイン領域のパターニングと画素電極のパ
ターニングを同じマスクで行うことを特徴とする。また本発明は、配線層若しくは電極を
形成する導電層や、所定のパターンを形成するためのマスクなど液晶表示装置を作製する
ために必要なパターンのうち、少なくとも一つ若しくはそれ以上を、選択的にパターンを
形成可能な方法により形成して、液晶表示装置を作製することを特徴とするものである。
選択的にパターンを形成可能な方法として、導電層や絶縁層などの形成に、特定の目的に
調合された組成物の液滴を選択的に吐出して所定のパターンを形成することが可能な液滴
吐出法を用いる。
【０００９】
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　本発明は、ゲート配線と、ソース配線と、画素電極と、薄膜トランジスタとを有する液
晶表示装置であって、絶縁表面上に形成されたゲート配線と、ゲート配線上にゲート絶縁
膜を介して形成された半導体膜と、半導体膜上に形成されたソース領域およびドレイン領
域と、ソース領域上に形成されたソース配線と、ドレイン領域上に形成されたドレイン電
極と、ソース配線およびドレイン電極の一つの端面を覆って形成されたバリア層と、ドレ
イン電極およびバリア層上に形成された画素電極と、を有し、ドレイン領域の一つの端面
は、半導体膜の端面および前記ドレイン電極の端面と概略一致することを特徴としている
。
【００１０】
　また、本発明は上記構成において、他の一つの端面が画素電極の端面およびドレイン電
極の他の一つの端面と概略一致することを特徴している。
【００１１】
　また、本発明は、画素電極が透明導電膜からなる透過型の液晶表示装置であることを特
徴としている。
【００１２】
　また、本発明は、画素電極がＡｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅）、Ｗ（タングステン
）、Ａｌ（アルミニウム）を主成分とする膜またはそれらの積層膜からなる反射型の液晶
表示装置であることを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明は、上記構成において、半導体層が、水素とハロゲン元素を含み、結晶構
造を含むセミアモルファス半導体であることを特徴としている。
【００１４】
　本発明は、絶縁表面上に組成物を選択的に吐出して、ゲート配線を形成し、ゲート配線
を覆う絶縁膜を形成し、絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、第１の半導体膜上にｎ型を
付与する不純物元素を含む第２の半導体膜を形成し、第２の半導体膜上に第１の導電膜を
形成し、第１のマスクを用いて第１の半導体膜、第２の半導体膜、および第１の導電膜を
選択的に除去して、第１の導電膜、第２の半導体膜および第１の半導体膜でなる積層膜の
パターンを形成し、積層膜と接して重なる第２の導電膜を形成し、第２のマスクを用いて
第１の半導体膜の一部、第２の半導体膜、第１の導電膜および第２の導電膜を選択的に除
去して、第２の半導体膜からなるソース領域およびドレイン領域と、ｎ型を付与する不純
物元素を含む第２の導電膜からなる画素電極とを形成することを特徴としている。
【００１５】
　また、本発明は、上記構成において、第１の導電膜、第２の半導体膜、および第１の半
導体膜でなる積層膜の端面に組成物を選択的に吐出してバリア層を形成することを特徴と
している。
【００１６】
　また、本発明は、絶縁膜、第１の半導体膜、第２の半導体膜、および第１の導電膜を形
成する工程まで、大気に曝されることなく連続的に形成することを特徴としている。
【００１７】
　また、上記構成において、第１のマスクおよび第２のマスクは、組成物を選択的に吐出
して形成することを特徴としている。
　また、第２の導電膜は、組成物を選択的に吐出して形成することを特徴としている。
【００１８】
　また、本発明は上記構成において、導電性材料を含む組成物を選択的に吐出して第１の
導電膜を形成し、この第１の導電膜をマスクとして第１の半導体膜および第２の半導体膜
をエッチングすることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によって、組成物を吐出することにより、配線層やマスクのパターニングを直接
行うことができるため、材料の利用効率を向上させることができる。さらに、液晶表示装
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置の作製工程を簡略化することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説
明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様
々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお以下に説明する本発明の構
成において、同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる。
【００２１】
　図１は本発明の液晶表示装置の平面図の一例であり、ここでは簡略化のため、マトリク
ス状に配置された複数の画素のうち、１つの画素構成を示している。
【００２２】
　図１に示す画素構成は、互いに平行に配置された複数のゲート配線２０３、２２３と、
各ゲート配線２０３、２２３に直交して配置された複数のソース配線２１９、２３９を有
している。またゲート配線２０３、２２３とソース配線２１９、２３９とで囲まれた領域
には透明導電膜からなる画素電極２２１が配置されている。また、この画素電極２２１と
重ならないように、透明導電膜２１４がソース配線を覆っている。
【００２３】
　さらに、画素電極２２１の下方で隣り合う２本のゲート配線２０３、２２３の間には、
ゲート配線と平行に容量配線２０４が配置されている。この容量配線２０４は全画素に設
けられており、画素電極２２１との間に存在する絶縁膜を誘電体として保持容量を形成し
ている。
【００２４】
　また、ゲート配線２０３とソース配線２１９の交差部近傍にはスイッチング素子が備え
られている。スイッチング素子の代表的な一例はＴＦＴであり、ＴＦＴのゲート電極側が
走査線と接続され、ソースまたはドレイン側が信号線と接続されることにより、個々の画
素を外部から入力する信号によって独立して制御可能としている。
【００２５】
　ＴＦＴは、その主要な構成要素として、半導体膜、ゲート絶縁膜およびゲート電極等が
挙げられ、半導体膜に形成されるソース及びドレイン領域に接続する配線がそれに付随す
る。ＴＦＴの構造として、基板側から半導体膜、ゲート絶縁膜およびゲート電極層を配設
したトップゲート（順スタガ）型と、基板側からゲート電極層、ゲート絶縁膜および半導
体膜を配設したボトムゲート（逆スタガ）型などが代表的に知られているが、本発明にお
いてはボトムゲート型のＴＦＴを用いる。
【００２６】
　より具体的なＴＦＴの構造は、絶縁性基板上に、ゲート電極（ゲート配線と一体形成さ
れた）と、ゲート絶縁膜と、第１の半導体膜膜と、ｎ型を付与する不純物元素を含む第２
の半導体膜からなるソース領域及びドレイン領域と、ソース電極（ソース配線と一体形成
された）及び電極（以下、ドレイン電極とも呼ぶ）とが積層して形成されている。
【００２７】
　また、ソース配線（ソース電極含む）及びドレイン電極の下方には、絶縁性基板上にゲ
ート絶縁膜と、第１の非晶質半導体膜と、ｎ型を付与する不純物元素を含む第２の非晶質
半導体膜とが積層形成されている。
【００２８】
　また、第１の非晶質半導体膜のうち、ソース領域と接する領域とドレイン領域と接する
領域との間の領域は、他の領域と比べ膜厚が薄くなっている。膜厚が薄くなっているのは
、ｎ型を付与する不純物元素を含む第２の非晶質半導体膜をエッチングにより分離してソ
ース領域とドレイン領域とを形成する際、第１の非晶質半導体膜の一部が除去されるため
である。また、このエッチングによって画素電極の端面、ドレイン電極の端面およびドレ
イン領域の端面が概略一致する。
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【００２９】
　また、同様にソース電極を覆う配線２２８の端面、ソース電極の端面およびソース領域
の端面が概略一致する。
【００３０】
　半導体膜を形成する材料は、シランやゲルマンに代表される半導体材料ガスを用いて気
相成長法やスパッタリング法で作製されるアモルファス半導体（以下「ＡＳ」ともいう。
）、該非晶質半導体を光エネルギーや熱エネルギーを利用して結晶化させた多結晶半導体
、或いはセミアモルファス（微結晶またはマイクロクリスタルとも呼ばれる。以下「ＳＡ
Ｓ」ともいう。）半導体などを用いることが出来る。また、有機半導体を用いてＴＦＴを
形成することも可能である。
【００３１】
　ＳＡＳは、非晶質と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）の中間的な構造を有し、自由エ
ネルギー的に安定な第３の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有
する結晶質な領域を含んでいる。少なくとも膜中の一部の領域には、０．５～２０ｎｍの
結晶領域を観測することができ、珪素を主成分とする場合にはラマンスペクトルが５２０
ｃｍ-1よりも低波数側にシフトしている。Ｘ線回折では珪素結晶格子に由来するとされる
（１１１）、（２２０）の回折ピークが観測される。未結合手（ダングリングボンド）の
中和剤として水素またはハロゲンを少なくとも１原子％またはそれ以上含ませている。Ｓ
ＡＳは、珪化物気体をグロー放電分解（プラズマＣＶＤ）して形成する。珪化物気体とし
ては、ＳｉＨ4、その他にもＳｉ2Ｈ6、ＳｉＨ2Ｃｌ2、ＳｉＨＣｌ3、ＳｉＣｌ4、ＳｉＦ4

などを用いることが可能である。またＧｅＦ4を混合させても良い。この珪化物気体をＨ2

、または、Ｈ2とＨｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｎｅから選ばれた一種または複数種の希ガス元素で
希釈してもよい。希釈率は２～１０００倍の範囲。圧力は概略０．１Ｐａ～１３３Ｐａの
範囲、電源周波数は１ＭＨｚ～１２０ＭＨｚ、好ましくは１３ＭＨｚ～６０ＭＨｚ。基板
加熱温度は３００℃以下でよい。膜中の不純物元素として、酸素、窒素、炭素などの大気
成分の不純物は１×１０20ｃｍ-1以下とすることが望ましく、特に、酸素濃度は５×１０
19／ｃｍ3以下、好ましくは１×１０19／ｃｍ3以下とする。
【００３２】
　図２０は本発明に係る液晶表示パネルの全体の構成を示す上面図であり、絶縁表面を有
する基板１００上に画素１０２をマトリクス上に配列させた画素部１０１、走査線側入力
端子１０３、信号線側入力端子１０４が形成されている。ここで、図２０は、走査線及び
信号線へ入力する信号を、外付けの駆動回路により制御する液晶表示パネルの構成を示し
ているが、図２１に示すように、ＣＯＧ(Chip on Glass)によりドライバＩＣを基板１０
０上に実装しても良い。ドライバＩＣは単結晶半導体基板に形成されたものでも良いし、
ガラス基板上にＴＦＴで回路を形成したものであっても良い。また、画素に設けるＴＦＴ
をＳＡＳで形成する場合には、図２２に示すように走査線側駆動回路１０７を基板１００
上に形成し一体化することも出来る。
【００３３】
　本発明では、上記構成を液滴吐出法を用いて直接パターンを形成していく。ここでいう
液滴吐出法とは、導電膜や絶縁膜等の材料を含んだ組成物の液滴（ドットともいう）を選
択的に吐出（噴射）して任意の場所に形成する方法であり、その方式によってはインクジ
ェット法とも呼ばれている。
【００３４】
　また、パターンの形成に用いる液滴吐出装置の一態様を図１５に示す。液滴吐出手段１
４０３の個々のヘッド１４０５は制御手段１４０７に接続され、それがコンピュータ１４
１０で制御することにより予めプログラミングされたパターンを描画することができる。
描画するタイミングは、例えば、基板１４００上に形成されたマーカー１４１１を基準に
行えば良い。或いは、基板１４００の縁を基準にして基準点を確定させても良い。これを
ＣＣＤなどの撮像手段１４０４で検出し、画像処理手段１４０９にてデジタル信号に変換
したものをコンピュータ１４１０で認識して制御信号を発生させて制御手段１４０７に送
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る。勿論、基板１４００上に形成されるべきパターンの情報は記憶媒体１４０８に格納さ
れたものであり、この情報を基にして制御手段１４０７に制御信号を送り、液滴吐出手段
１４０３の個々のヘッド１４０５を個別に制御することができる。なお、他の吐出手段と
して、ヘッドをＸ－Ｙ軸方向に走査して、吐出すればよい。この場合、基板が液滴を吐出
するヘッド１４０５の幅より大きい大型基板に吐出する場合にも有効である。また、装置
の小型化も図れる。
【００３５】
（実施の形態１）
　実施の形態１として、チャネルエッチ型の薄膜トランジスタの作製方法について説明す
る。
【００３６】
　本実施の形態は液晶表示装置の作製方法を示し、基板上に画素部のＴＦＴを逆スタガ型
で形成し、該ＴＦＴに接続する保持容量を作製する方法について工程に沿って詳細に説明
する。また、同図には該基板の端部に設けられ、他の基板に設けられた回路の配線と電気
的に接続するための入力端子部の作製工程を同時に示す。
【００３７】
　図２（Ａ）において、基板２００は、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸
ガラス若しくはアルミノシリケートガラスなど、フュージョン法やフロート法で作製され
る無アルカリガラス基板、セラミック基板の他、本作製工程の処理温度に耐えうる耐熱性
を有するプラスチック基板等を用いることができる。また、単結晶シリコンなどの半導体
基板、ステンレスなどの金属基板の表面に絶縁層を設けた基板を適用しても良い。
【００３８】
　基板２００上には、スパッタリング法や蒸着法などの方法により、Ｔｉ（チタン）、Ｗ
（タングステン）、Ｃｒ（クロム）、Ａｌ（アルミニウム）、Ｔａ（タンタル）、Ｎｉ（
ニッケル）、Ｚｒ（ジルコニウム）、Ｈｆ（ハフニウム）、Ｖ（バナジウム）、Ｉｒ（イ
リジウム）、Ｎｂ（ニオブ）、Ｐｄ（パラジウム）、Ｐｔ（白金）、Ｍｏ（モリブデン）
、Ｃｏ（コバルト）又はＲｈ（ロジウム）の金属材料で形成される導電体層２０１を形成
することが好ましい。導電体層２０１は０．０１～１０ｎｍの厚さで形成すれば良く、単
層構造または積層構造で形成することができる。なお、この導電体層２０１は、ゲート電
極層の密着性を良くするために設けるものであり、十分な密着性が得られるのであれば、
これを省略して基板２００上にゲート電極層を直接形成しても良い。
【００３９】
　次に、導電体層２０１上に、導電性材料を含む組成物を選択的に吐出して、ゲート配線
層２０２、ゲート電極層２０３、容量配線層２０４を形成する（図２（Ａ））。これらの
層を形成する導電性の材料としては、Ａｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅））、Ｗ（タン
グステン）、Ａｌ（アルミニウム）等の金属の粒子を主成分とした組成物を用いることが
できる。また、透光性を有するインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化珪素を含むインジウ
ム錫酸化物（ＩＴＳＯ）を組み合わせても良い。特に、ゲート配線層は、低抵抗化するこ
とが好ましのいで、比抵抗値を考慮して、金、銀、銅のいずれかの材料を溶媒に溶解又は
分散させたものを用いることが好適であり、より好適には、低抵抗な銀、銅を用いるとよ
い。但し、銀、銅を用いる場合には、不純物対策のため、合わせてバリア膜を設けるとよ
い。バリア膜としては、例えば窒化珪素膜やニッケルボロン（ＮｉＢ）で形成する。溶媒
は、酢酸ブチル等のエステル類、イソプロピルアルコール等のアルコール類、アセトン等
の有機溶剤等を用いることができる。表面張力と粘度は、溶媒の濃度を調整したり、界面
活性剤等を加えたりして適宜調整する。また、この段階での上面図を図１６に示す。
【００４０】
　また、配線層の他の形成方法として、銀を吐出して配線層を形成した後に、銅めっきを
行い配線層を形成してもよい。この場合、組成物を吐出して線幅の細い配線を形成した後
、めっきにより配線を太く形成することができる。また、吐出した銀の表面は粗いのでめ
っきがしやすく好適である。めっきの方法は大型基板を液槽に浸けて行ってもよいし、め
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っき液を大型基板に流しながらめっきを行ってもよい。
【００４１】
　液滴吐出法において用いるノズルの径は、０．０２～１００μｍ（好適には３０μｍ以
下）に設定し、該ノズルから吐出される組成物の吐出量は０．００１ｐｌ～１００ｐｌ（
好適には１０ｐｌ以下）に設定することが好ましい。液滴吐出法には、オンデマンド型と
コンティニュアス型の２つの方式があるが、どちらの方式を用いてもよい。さらに液滴吐
出法において用いるノズルには、圧電体の電圧印加により変形する性質を利用した圧電方
式、ノズル内に設けられたヒータにより組成物を沸騰させ該組成物を吐出する加熱方式が
あるが、そのどちらの方式を用いてもよい。
【００４２】
　被処理物とノズルの吐出口との距離は、所望の箇所に滴下するために、出来る限り近づ
けておくことが好ましく、好適には０．１～３ｍｍ（好適には１ｍｍ以下）程度に設定す
る。ノズルと被処理物は、その相対的な距離を保ちながら、ノズル及び被処理物の一方が
移動して、所望のパターンを描画する。また、組成物を吐出する前に、被処理物の表面に
プラズマ処理を施してもよい。これは、プラズマ処理を施すことにより、被処理物の表面
が親水性になったり、疎液性になったりすることを活用するためである。例えば、純水に
対しては親水性になり、アルコールを溶媒したペーストに対しては疎液性になる。
【００４３】
　組成物を吐出する工程は、減圧下で行っても良い。これは、組成物を吐出して被処理物
に着弾するまでの間に、該組成物の溶媒が揮発し、後の乾燥と焼成の工程を省略又は短く
することができるためである。組成物の吐出後は、常圧下又は減圧下で、レーザ光の照射
や瞬間熱アニール、加熱炉等により、乾燥と焼成の一方又は両方の工程を行う。乾燥と焼
成の工程は、両工程とも加熱処理の工程であるが、例えば、乾燥は１００度で３分間、焼
成は２００～３５０度で１５分間～１２０分間で行うもので、その目的、温度と時間が異
なるものである。乾燥と焼成の工程を良好に行うためには、基板を加熱しておいてもよく
、そのときの温度は、基板等の材質に依存するが、１００～８００度（好ましくは２００
～３５０度）とする。本工程により、組成物中の溶媒の揮発又は化学的に分散剤を除去し
、周囲の樹脂が硬化収縮することで、融合と融着を加速する。雰囲気は、酸素雰囲気、窒
素雰囲気又は空気で行う。但し、金属元素を分解又は分散している溶媒が除去されやすい
酸素雰囲気下で行うことが好適である。
【００４４】
　レーザ光の照射は、連続発振またはパルス発振の気体レーザ又は固体レーザを用いれば
良い。前者の気体レーザとしては、エキシマレーザ、ＹＡＧレーザ等が挙げられ、後者の
固体レーザとしては、Ｃｒ、Ｎｄ等がドーピングされたＹＡＧ、ＹＶＯ4等の結晶を使っ
たレーザ等が挙げられる。なお、レーザ光の吸収率の関係から、連続発振のレーザを用い
ることが好ましい。また、パルス発振と連続発振を組み合わせた所謂ハイブリッドのレー
ザ照射方法を用いてもよい。但し、基板の耐熱性に依っては、レーザ光の照射による加熱
処理は、数マイクロ秒から数十秒の間で瞬間に行うとよい。瞬間熱アニール（ＲＴＡ）は
、不活性ガスの雰囲気下で、紫外光乃至赤外光を照射する赤外ランプやハロゲンランプな
どを用いて、急激に温度を上昇させ、数マイクロ秒から数分の間で瞬間的に熱を加えて行
う。この処理は瞬間的に行うために、実質的に最表面の薄膜のみを加熱することができ、
下層の膜には影響を与えないという利点がある。
【００４５】
　ゲート配線層２０２、ゲート電極層２０３および容量配線層２０４を形成した後、表面
に露出している導電体層２０１の処理として、下記の２つの工程のうちどちらかの工程を
行うことが望ましい。
【００４６】
　第一の方法としては、ゲート配線層２０２、ゲート電極層２０３および容量配線層２０
４と重ならない導電体層２０１を絶縁化して、絶縁体層３０１～３０４を形成する工程で
ある。つまり、ゲート配線層２０２、ゲート電極層２０３および容量配線層２０４と重な
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らない導電体層２０１を酸化して絶縁化する（図２（Ｂ））。このように、導電体層２０
１を絶縁化する場合には、当該導電体層２０１を０．０１～１０ｎｍの厚さで形成してお
くことが好適であり、そうすると酸化して絶縁層となる。なお、酸化する方法としては、
酸素雰囲気下に晒す方法を用いてもよいし、熱処理を行う方法を用いてもよい。
【００４７】
　第２の方法としては、ゲート配線層２０２、ゲート電極層２０３および容量配線層２０
４をマスクとして、導電体層２０１をエッチングして除去する工程である。この工程を用
いる場合には導電体層２０１の厚さに制約はない。
【００４８】
　また、導電性材料を含む組成物を吐出して基板２００上にゲート配線層２０２、ゲート
電極層２０３および容量配線層２０４を形成する方法として、基板と組成物との密着性を
良くするために上記工程以外の方法として、以下の方法を用いてもよい。
【００４９】
　まず、絶縁表面を有する基板２００上に下地膜を形成する。下地膜は基板２００中に含
まれるＮａなどのアルカリ金属やアルカリ土類金属が、半導体膜中に拡散し、半導体素子
の特性に悪影響を及ぼすのを防ぐために設ける。よってアルカリ金属やアルカリ土類金属
の半導体膜への拡散を抑えることができる酸化珪素、窒化珪素、窒化酸化珪素、酸化チタ
ン、窒化チタンなどの絶縁膜を用いて下地膜を形成することができる。特に、下地膜の材
料は、ゲート電極材料と密着性の高いものを選択するとよい。例えば、ゲート配線層、ゲ
ート電極層または容量配線層にＡｇ、ＣｕまたはＡｇとＣｕの積層膜を用いる場合、酸化
チタン（ＴｉＯｘ）からなる下地膜を形成すると好ましい。なお下地膜は単層構造又は積
層構造を有してもよい。ここでは、下地膜が第１の下地膜と第２の下地膜との積層構造の
場合を示す。第１の下地膜として、プラズマＣＶＤ法を用い、原料ガスにＳｉＨ4、Ｎ2Ｏ
、ＮＨ3、Ｈ2、圧力が０．３Ｔｏｒｒ（３９．９Ｐａ）、ＲＦパワーが５０Ｗ、ＲＦ周波
数が６０ＭＨｚ、基板温度が４００℃として形成する酸化窒化珪素膜を１０～２００nm（
好ましくは５０～２００nm）形成する。第２の下地膜として、プラズマＣＶＤ法を用い、
原料ガスにＳｉＨ4、Ｎ2Ｏ、圧力が０．３Ｔｏｒｒ（３９．９Ｐａ）、ＲＦパワーが１５
０Ｗ、ＲＦ周波数が６０ＭＨｚ、基板温度が４００℃として形成する酸化窒化珪素膜を５
０～２００ｎｍ（好ましくは１５０～２００nm）形成する。
【００５０】
　ガラス基板、ステンレス基板またはプラスチック基板のように、アルカリ金属やアルカ
リ土類金属が多少なりとも含まれている基板を用いる場合、不純物の拡散を防ぐという観
点から下地膜を設けることは有効である。一方、石英基板など不純物の拡散がさして問題
とならない場合は、必ずしも下地膜を設ける必要はない。すなわち不純物が半導体膜へ拡
散することが防止できれば、下地膜は必ずしも設ける必要はない。例えば、ゲート電極上
にゲート絶縁膜を介して半導体膜を形成する場合、ゲート絶縁膜が半導体膜へ不純物の拡
散を防止する機能を果たすことができるため、下地膜を設ける必要はない。
【００５１】
　その後、ゲート電極の被形成面に対してプラズマ処理を行う。本実施の形態では、ゲー
ト電極の被形成面が下地膜であるため、下地膜に対してプラズマ処理を行う。プラズマ処
理は、ゲート電極の被形成面に対して非接触で行うとよい。
　プラズマ処理は、空気、酸素又は窒素を処理ガスとして用い、圧力が数十Ｔｏｒｒ～８
００Ｔｏｒｒ（１０６４００Ｐａ）、好ましくは７００Ｔｏｒｒ（９３１００Ｐａ）～８
００Ｔｏｒｒ（大気圧又は大気圧近傍の圧力）の状態で行う。またプラズマ処理の電源に
はＲＦ電源やＡＣ電源を用いることができる。例えば、ＡＣ電源を用い、交流電圧１００
Ｖ、周波数１３．５６ＭＨｚ等の条件で印加し、パワーを変化させてプラズマを発生させ
る。このとき安定なプラズマを放電するため、電圧幅２～４μｓｅｃ間隔でパルスを印加
する。このプラズマ処理を行うことにより、アルコールや油等の液体に対して濡れ性が低
くなるように表面改質が行われる。その後、基板上に導電性材料を含む組成物を吐出して
、ゲート配線層、ゲート電極層および容量配線層を形成する。
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【００５２】
　上述したいずれかの方法を用いて、基板２００上にゲート配線層、ゲート電極層および
容量配線層を形成することができる。
【００５３】
　次に、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて、ゲート絶縁膜２０５を単層又は
積層構造で形成する。特に、窒化珪素からなる絶縁膜、酸化珪素からなる絶縁膜、窒化珪
素からなる絶縁膜を３層積層して形成すると好ましいが、図では簡略して１層でゲート絶
縁膜２０５を示している。なお、低い成膜温度でゲートリーク電流に少ない緻密な絶縁膜
を形成するには、アルゴンなどの希ガス元素を反応ガスに含ませ、形成される絶縁膜中に
混入させると良い。ゲート配線層２０２、ゲート電極層２０３及び容量配線層２０４に接
する第１の層を窒化珪素若しくは窒化酸化珪素で形成することで、酸化による劣化を防止
することができる。
【００５４】
　次に、ゲート絶縁膜２０５上に半導体膜２０６を形成する。半導体膜２０６は、シラン
やゲルマンに代表される半導体材料ガスを用いて気相成長法やスパッタリング法で作製さ
れるＡＳ、あるいはＳＡＳで形成する。
【００５５】
　プラズマＣＶＤ法を用いる場合、ＡＳは半導体材料ガスであるＳｉＨ4若しくはＳｉＨ4

とＨ2の混合気体を用いて形成する。ＳＡＳは、ＳｉＨ4をＨ2で３倍～１０００倍に希釈
して混合気体、若しくはＳｉ2Ｈ6とＧｅＦ4のガス流量比、Ｓｉ2Ｈ6対ＧｅＦ4を２０～４
０対０．９で希釈すると、Ｓｉの組成比が８０％以上であるＳＡＳを得ることができる。
特に、後者の場合は下地との界面から結晶性を半導体膜２０６に持たせることが出来るた
め好ましい。
【００５６】
　次に、半導体膜２０６上に、一導電型の不純物元素を含有する半導体として、ｎ型また
はｐ型の半導体膜２０７（以下半導体膜２０７と記す）を形成する。半導体膜２０７は、
シランガスとフォスフィンガスを用いて形成すればよく、ＡＳまたはＳＡＳで形成するこ
とが出来る。
【００５７】
　次に、導電性の金属膜２０８をスパッタ法や真空蒸着法で形成する。導電性の金属膜２
０８の材料としては、半導体膜２０７とオーミックコンタクトのとれる金属材料であれば
特に限定されず、Ａｌ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉから選ばれた元素、または前記元素を成分とす
る合金か、前記元素を組み合わせた合金膜等が上げられる。
【００５８】
　上述した工程を用いることにより、ゲート絶縁膜２０５から金属膜２０８までは大気に
触れさせることなく連続して形成することが可能である。すなわち、大気成分や大気中に
浮遊する汚染不純物元素に汚染されることなく各積層界面を形成することができるので、
ＴＦＴの特性のばらつきを低減することができる。
【００５９】
　また、上記金属膜２０８の他の形成方法として、半導体２０７上に導電性を含む組成物
を吐出して形成することができる。この金属膜を形成する導電性材料としては、Ａｇ、Ａ
ｕ、Ｃｕ、Ｗ、Ａｌ等の金属の粒子を主成分とした組成物を用いることができる。また、
透光性を有するインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物と酸化珪素からなるＩＴＳＯ、
有機インジウム、有機スズ、酸化亜鉛、窒化チタンなどを組み合わせても良い。
【００６０】
　次に、金属膜２０８上に組成物を選択的に吐出して、マスク２０９を形成する。マスク
２０９の材料としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂
、メラミン樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂材料を用いる。また、ベンゾシクロブテン、パリ
レン、フレア、透過性を有するポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等の重
合によってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料等
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を用いてもよい。或いは、感光剤を含む市販のレジスト材料を用いてもよく、例えば、代
表的なポジ型レジストである、ノボラック樹脂と感光剤であるナフトキノンジアジド化合
物、ネガ型レジストであるベース樹脂、ジフェニルシランジオール及び酸発生剤などを用
いてもよい。いずれの材料を用いるとしても、その表面張力と粘度は、溶媒の濃度を調整
したり、界面活性剤等を加えたりして適宜調整する。
【００６１】
　マスク２０９を利用して、エッチングにより不要な部分を除去して配線および電極を形
成する（図３（Ａ））。この際のエッチング方法としてウエットエッチングまたはドライ
エッチングを用いる。このとき、半導体膜２０６、半導体膜２０７および導電性の金属膜
２０８がエッチングされ、画素ＴＦＴ部においては、半導体膜２１１、一導電型の不純物
元素を含有する半導体膜２１２（以下半導体膜２１２と記す）、および導電性の金属膜２
１３が形成する。また容量部においては容量配線２０４とゲート絶縁膜２０５を残し、同
様に端子部においても、端子２０２とゲート絶縁膜２０５を残す。
【００６２】
　次に、マスク２０９を除去した後、導電性材料を含む組成物を吐出して全面に透明導電
膜２１４を形成する（図３（Ｂ））。また、このときの上面図を図８に示す。ただし、簡
略化のため図８では全面に成膜された透明導電膜２１４は図示していない。
【００６３】
　透明導電膜２１４は、透過型の液晶表示パネルを作製する場合には、インジウム錫酸化
物（ＩＴＯ）、酸化珪素を含むインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、
酸化スズ（ＳｎＯ2）などを含む組成物により所定のパターンを形成し、焼成によって透
明導電膜を形成しても良い。また、反射型の液晶表示パネルを作製する場合には、Ａｇ（
銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅））、Ｗ（タングステン）、Ａｌ（アルミニウム）等の金属
の粒子を主成分とした組成物を用いることができる。他の方法としては、スパッタリング
法により透明導電膜若しくは光反射性の導電膜を形成して、液滴吐出法によりマスクパタ
ーンを形成し、エッチング加工を組み合わせて形成しても良い。
【００６４】
　次に、透明導電膜２１４上に、組成物を選択的に吐出してマスク２１５を形成し、エッ
チングにより不要な部分を除去して半導体膜２１６、ソース領域２１７およびドレイン領
域２１８、ソース電極２１９およびドレイン電極２２０、画素電極２２１を形成する（図
３（Ｃ））。
【００６５】
　このエッチング工程は、透明導電膜２１４をパターン形成すると同時に、導電性を有す
る金属膜２１３と半導体膜２１２と半導体膜２１１の一部を同時に除去して開孔２２７を
形成する。本実施の形態では、まずＩＴＯからなる画素電極を硝酸と塩酸の混合液または
塩化系第２鉄系の溶液を用いたウエットエッチングにより選択的に除去した後、ドライエ
ッチングにより導電性を有する金属膜２１３と半導体２１２と半導体膜２１１の一部をエ
ッチングする。なお、本実施の形態では、ウエットエッチングとドライエッチングとを用
いたが、反応ガスを適宜選択してドライエッチングのみで行ってもよいし、反応溶液を適
宜選択してウエットエッチングのみで行ってもよい。
【００６６】
　また、開孔２２７の底部は半導体膜２１６に達しており、凹部を有する半導体膜２１１
が形成される。この開孔２２７によって金属膜２１３はソース電極２１９とドレイン電極
２２０に分離され、半導体膜２１２はソース領域２１７とドレイン領域２１８に分離され
る。また、ソース電極２１９と接する透明導電膜２２８は、ソース電極２１９に接続され
たソース配線を覆い、後の製造工程、特にラビング処理で生じる静電気を防止する役目を
果たす。
【００６７】
　なお、本実施の形態では、ソース配線上に透明導電膜２２８を形成した例を示したが、
上記ＩＴＯ膜のエッチングの際にソース電極２１９またはソース配線上に形成される透明
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導電膜２１４を除去してもよい。また、上記ＩＴＯ膜のエッチングの際に上記ＩＴＯ膜を
利用して静電気から保護するための回路を形成してもよい。
【００６８】
　このエッチング工程において、端子部に形成された透明導電膜２１４は除去される。ま
た、容量部におけるゲート絶縁膜２０５を誘電体として、容量配線２０４と画素電極２２
１とで保持容量が形成される。
【００６９】
　次に、マスク２１５を除去した後、組成物を選択的に吐出してマスクを形成し、端子部
のゲート配線層２０２を覆うゲート絶縁膜２０５を選択的に除去する（図４（Ａ））。ま
た、組成物を吐出して形成する液滴吐出法に代えてスクリーン印刷法やシャドーマスクを
用いてレジストマスクを形成してもよい。
【００７０】
　こうして組成物を吐出して選択的に形成したマスクを使用して、逆スタガ型のＴＦＴ２
３１を有する画素ＴＦＴ部、保持容量２３２を完成させることができる。そして、これら
を個々の画素に対応してマトリクス状に配置して画素部を構成することによりアクティブ
マトリクス型の液晶表示装置を作製するための一方の基板とすることができる。本明細書
では便宜上このような基板をアクティブマトリクス基板と呼ぶ。
【００７１】
　次に、アクティブマトリクス基板の画素部のみに配向膜２３３を選択的に形成する。配
向膜２３３を選択的に形成する方法としては、スクリーン印刷法を用いてもよいし、配向
膜を塗布後、シャドーマスクを用いてレジストマスクを形成して除去する方法を用いても
よい。通常、液晶表示素子の配向膜にはポリイミド樹脂が多く用いられている。なお、本
実施の形態では、端子部のゲート配線層２０２を覆うゲート絶縁膜２０５を選択的に除去
した後、配向膜を形成した例を示したが、端子部のゲート配線層２０２を覆うゲート絶縁
膜２０５上に配向膜を積層形成した後、端子部におけるゲート絶縁膜２０５と配向膜とを
同時に除去してもよい。
【００７２】
　その後、配向膜として機能する絶縁体膜２３４、対向電極として機能する導電体膜２３
５が設けられた対向基板２３６とＴＦＴ基板２００とをスペーサを介して貼り合わせ、そ
の空隙に液晶層２３７を設けることにより液晶表示パネルを作製することができる。
【００７３】
　次に、端子部の入力端子２０２にフレキシブルプリント配線板（Flexible Printed Cir
cuit：ＦＰＣ）を接続する。ＦＰＣはポリイミドなどの有機樹脂フィルム２４４に銅配線
２４３が形成されていて、異方性導電性接着剤で入力端子を覆う透明導電膜と接続する。
異方性導電性接着剤は接着剤２４１と、その中に混入され金などがメッキされた数十～数
百μｍ径の導電性表面を有する粒子２４２により構成され、この粒子２４２が入力端子２
０２上の透明導電膜と銅配線２４３とに接触することによりこの部分で電気的な接触が形
成される。さらに、この部分の機械的強度を高めるために樹脂層２４５を設ける。上記工
程を経て、チャネルエッチ型のスイッチング用ＴＦＴと容量素子を含む液晶表示パネルが
完成する（図４（Ｂ））。
【００７４】
　なお、本実施の形態では端子部において、ゲート絶縁膜２０５上に透明導電膜２１４を
形成している（図３（Ｂ））が、図１０に示すように透明導電膜２１４を形成する前に端
子部の端子２０２を覆うゲート絶縁膜２０５を選択的に除去し、ゲート配線層２０２上に
透明導電膜２１４を形成してもよい。その場合の工程を図１０に示す。なお、図２～図４
に対応する箇所は同一の符号を用いている。
【００７５】
　以上示したように、本実施の形態では、フォトマスクを利用した光露光工程が不要であ
るため、作製工程を簡略化することができる。
【００７６】
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（実施の形態２）
　本実施の形態では、上記実施の形態とは異なる形態に関して、図５、図６を用いて説明
する。上記実施の形態１では、図３（Ａ）において、半導体膜２０６、半導体膜２０７お
よび金属膜２０８を同時にエッチングする工程について示したが、他の形態として、絶縁
膜２０５も同時にエッチングしてもよい。この場合の工程を図５を用いて説明する。なお
、金属膜２０８を形成するまでは、実施の形態１と同様に作製すればよいので、説明を省
略する。
【００７７】
　図５（Ａ）まで形成した後に、導電膜２０８上に組成物を選択的に吐出してマスク２０
９、３０９を形成する。次にマスク２０９、３０９を用いて、エッチングにより不要な部
分を除去して配線および電極を形成する（図５（Ｂ））。この際のエッチング方法として
ウエットエッチングまたはドライエッチングを用いる。このとき、絶縁膜２０５、半導体
膜２０６、半導体膜２０７および金属膜２０８がエッチングされ、画素ＴＦＴ部において
は、絶縁膜３０５、半導体膜３１１、一導電型の不純物元素を含有する半導体膜３１２、
および導電性の金属膜３１３が形成される。また、これらの膜の端面は概略一致する。
【００７８】
　容量部においては、絶縁膜３２１、半導体膜３２２、一導電型の不純物元素を含有する
半導体膜３２３および導電性の金属膜３２４が形成される。同様にこれらの膜の端面も一
致する。
【００７９】
　また端子部においては、ゲート配線層２０２のみを残してエッチングする。他の配線と
の交差部のみを残してゲート配線上の絶縁膜を除去する。このためゲート配線層２０２や
ゲート配線の材料と絶縁膜は、十分な選択比を有するものを選ぶ必要があり、さらに端子
の材料と金属膜も十分な選択比を有するものを選ぶ必要がある。即ち、端子およびゲート
配線の材料と導電性の金属膜とは異なる材料を選択する。
【００８０】
　次に、マスク２０９、３０９を除去した後、導電性材料を含む組成物を吐出して全面に
透明導電膜３２５を形成する（図５（Ｃ））。続いて、透明導電膜３２５上に、組成物を
選択的に吐出してマスク３２６を形成し、エッチングにより不要な部分を除去して半導体
膜３１６、ソース領域３１７およびドレイン領域３１８、ソース電極３１９およびドレイ
ン電極３２０、画素電極３３０を形成する（図６（Ａ））。
【００８１】
　その後上述した工程を経て、図６（Ｂ）に示す液晶表示パネルが完成する。なお、本実
施の形態は上記実施の形態と自由に組み合わせて行うことができる。
【００８２】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なる形態に関して図７を用いて説明する。なお
、図７において、上記実施の形態と同じものを示す場合は、同様の符号を用いて表す。
【００８３】
　まず、実施の形態１に従って図４（Ａ）の状態を得た後、保護膜として働く絶縁膜を形
成する。絶縁膜の形成方法としては、組成物を選択的に吐出して、画素部ＴＦＴにおいて
は絶縁膜２４０、端子部においては絶縁膜２４１をそれぞれ選択的に形成する。なお、こ
の絶縁膜１４０、１４１はパッシベーション膜として機能する。
【００８４】
　また、他の形成方法として、スパッタ法やプラズマＣＶＤ法で酸化シリコン膜、窒化シ
リコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化タンタル膜などの無機絶縁膜を単層または積層構造
として形成してもよい。この場合、薄い無機絶縁膜を全面に形成するため、絶縁膜上に選
択的に組成物を吐出してマスクを形成し、エッチングにより不要な部分を除去して、絶縁
膜１４０、１４１を形成する。
【００８５】
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　こうして、フォトマスクを利用した光露光工程を用いずに、絶縁膜で保護された逆スタ
ガ型のＴＦＴを完成させることができる。
【００８６】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１または実施の形態２の構成と自由に組み合わせる
ことができる。
【００８７】
（実施の形態４）
　実施の形態４として、電極や配線の端面にバリア層を設ける場合について、図９に示す
。なお、本実施の形態は、上記実施の形態１の図３（Ａ）の状態まで同一であるので異な
る点について以下に説明する。また、図３（Ａ）に対応する箇所は同一の符号を用いてい
る。
【００８８】
　まず、実施の形態１に従って図３（Ａ）の状態を得た後、マスク２０９を除去する。そ
の後、透明導電膜２１４を形成する前に、組成物を選択的に吐出して、半導体膜２１１、
一導電型の不純物元素を含有する半導体膜２１２、および金属膜２１３の端面にバリア膜
２８０、２８１を形成する。
【００８９】
　バリア膜２８０、２８１を形成する組成物としては、公知の導電性材料や、エポキシ樹
脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂等の
樹脂材料が挙げられる。なおこれらの樹脂材料を用いる場合、その粘度は、溶媒を用いて
溶解又は分散することで調整するとよい。また、撥液性の樹脂が好ましく、例えば、フッ
素原子が含まれた樹脂、あるいは炭化水素のみで構成された樹脂が挙げられる。より詳し
くは、分子内にフッ素原子を含有するモノマーを含む樹脂、或いは全て炭素と水素原子の
みから構成されるモノマーを含む樹脂が挙げられる。なお、バリア膜を導電性材料で形成
する際には、配線とのショートが生じないように形成する必要がある。従って、配線との
ショートが発生する可能性がある領域においては、バリア膜は樹脂材料で形成することが
好ましい。また、バリア膜の形成に際し、側面の角度によっては、段切れを起こす可能性
がある。この段切れを防止するために、１滴又は複数滴を吐出後に焼成して、組成物を固
化する処理、つまり、吐出と焼成を繰り返し行うとよい。
【００９０】
　通常、半導体膜２０６、半導体膜２０７および金属膜２０８の積層構造を同時にエッチ
ングして、パターンを形成した場合、段差が生じる。そのため、半導体膜２１１、半導体
膜２１２および金属膜２１３の端面にバリア膜を形成することにより、透明導電膜を形成
した際に断切れを防止することができる。バリア膜は位置により吐出量を調整し、端面の
段差が緩和されるように形成する。
【００９１】
　本実施の形態に示すように、段差がある部分に選択的に組成物を吐出してバリア層を設
けることにより断切れを防止でき、製品としての歩留まりの向上が実現できる。また、本
実施の形態で示す方法は、段差がある場所であればどのような部分にも用いることが可能
である。
【００９２】
　なお、本実施の形態は、上記実施の形態１～３の構成と自由に組み合わせることができ
る。
【００９３】
（実施の形態５）
　上記実施の形態１では、絶縁膜、第１の非晶質半導体膜、ｎ型またはｐ型を付与する不
純物元素を含む第２の非晶質半導体膜、第１の導電膜を順次、連続的に積層する例を示し
た。このように連続的に成膜する場合において使用する複数のチャンバーを備えた装置の
一例を図１３に示す。
【００９４】
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　図１３に本実施の形態で示す装置（連続成膜システム）の上面からみた概要を示す。図
１３において、１０～１５が気密性を有するチャンバーである。各チャンバーには、真空
排気ポンプ、不活性ガス導入系が配置されている。
【００９５】
　１０、１５で示されるチャンバーは、試料（処理基板）３０をシステムに搬入するため
のロードロック室である。１１は絶縁膜１０４を成膜するための第１のチャンバーである
。１２は第１の非晶質半導体膜１０５を成膜するための第２のチャンバーである。１３は
ｎ型を付与する第２の非晶質半導体膜１０６を成膜するための第３のチャンバーである。
１４は第１の導電膜１０９を成膜するための第４のチャンバーである。また、２０は各チ
ャンバーに対して共通に配置された試料の共通室である。
【００９６】
　最初、全てのチャンバーは、一度高真空状態に真空引きされた後、さらに不活性ガス、
ここでは窒素によりパージされている状態（常圧）とする。また、全てのゲート弁２２～
２７を閉鎖した状態とする。
【００９７】
　まず、処理基板は多数枚が収納されたカセット２８ごとロードロック室１０に搬入され
る。カセットの搬入後、図示しないロードロック室の扉を閉鎖する。この状態において、
ゲート弁２２を開けてカセットから処理基板３０を１枚取り出し、ロボットアーム２１に
よって共通室２０に取り出す。この際、共通室において位置合わせが行われる。なお、こ
の基板３０は実施の形態１に従って得られた配線２０２、２０３、２０４が形成されたも
のを用いた。
【００９８】
　ここでゲート弁２２を閉鎖し、次いでゲート弁２３を開ける。そして第１のチャンバー
１１へ処理基板３０を移送する。第１のチャンバー内では１５０℃から３００℃の温度で
成膜処理を行い、絶縁膜２０５を得る。なお、絶縁膜としては、窒化珪素膜、酸化珪素膜
、窒化酸化珪素膜、またはこれらの積層膜等を使用することができる。本実施の形態では
単層の窒化珪素膜を採用しているが、二層または三層以上の積層構造としてもよい。なお
、ここではプラズマＣＶＤ法が可能なチャンバーを用いたが、ターゲットを用いたスパッ
タ法が可能なチャンバーを用いても良い。
【００９９】
　絶縁膜の成膜終了後、処理基板はロボットアームによって共通室に引き出され、第２の
チャンバー１２に移送される。第２のチャンバー内では第１のチャンバーと同様に１５０
℃～３００℃の温度で成膜処理を行い、プラズマＣＶＤ法で第１の非晶質半導体膜１０５
を得る。なお、第１の非晶質半導体膜としては、微結晶半導体膜、非晶質ゲルマニウム膜
、非晶質シリコンゲルマニウム膜、またはこれらの積層膜等を使用することができる。ま
た、第１の非晶質半導体膜の形成温度を３５０℃～５００℃として水素濃度を低減するた
めの熱処理を省略してもよい。なお、ここではプラズマＣＶＤ法が可能なチャンバーを用
いたが、ターゲットを用いたスパッタ法が可能なチャンバーを用いても良い。
【０１００】
　第１の非晶質半導体膜の成膜終了後、処理基板は共通室に引き出され、第３のチャンバ
ー１３に移送される。第３のチャンバー内では第２のチャンバーと同様に１５０℃～３０
０℃の温度で成膜処理を行い、プラズマＣＶＤ法でｎ型を付与する不純物元素（Ｐまたは
Ａｓ）を含む第２の非晶質半導体膜１０６を得る。なお、ここではプラズマＣＶＤ法が可
能なチャンバーを用いたが、ターゲットを用いたスパッタ法が可能なチャンバーを用いて
も良い。
【０１０１】
　ｎ型を付与する不純物元素を含む第２の非晶質半導体膜の成膜終了後、処理基板は共通
室に引き出され、第４のチャンバー１４に移送される。第４のチャンバー内では金属ター
ゲットを用いたスパッタ法で第１の導電膜１０９を得る。
　なお、上記実施の形態１で示したように、第１の導電膜は導電性材料を含む組成物を吐
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出して形成してもよく、実施者が適宜選択して第１の導電膜を形成すればよい。
【０１０２】
　このようにして四層が連続的に成膜された被処理基板はロボットアームによってロード
ロック室１５に移送されカセット２９に収納される。
【０１０３】
　なお、図１３に示した装置は一例に過ぎないことはいうまでもない。また、本実施の形
態は上記実施の形態１～４のいずれか一と自由に組み合わせることが必要である。
【０１０４】
（実施の形態６）
　本実施の形態６では、上記実施の形態５とは異なる形態に関して、図１４を用いて説明
する。具体的には、実施の形態５では、複数のチャンバーを用いて連続的に積層する例を
示したが、本実施の形態では図１４に示した装置を用いて一つのチャンバー内で高真空を
保ったまま連続的に積層する。
【０１０５】
　本実施の形態では図１４に示した装置システムを用いた。図１４において、４０は処理
基板、５０は共通室、４４、４６はロードロック室、４５はチャンバー、４２、４３はカ
セットである。本実施の形態では基板搬送時に生じる汚染を防ぐために同一チャンバーで
積層形成した。
【０１０６】
　本実施の形態は上記実施の形態１～４のいずれか一と自由に組み合わせることができる
。
【０１０７】
　例えば、実施の形態１に適用する場合には、チャンバー４５に複数のターゲットを用意
し、順次、反応ガスを入れ替えてゲート絶縁膜２０５、第１の非晶質半導体膜１０６、ｎ
型を付与する不純物元素を含む第２の非晶質半導体膜１０７、第１の導電膜１０９を積層
形成すればよい。
【０１０８】
（実施の形態７）
　本実施の形態では図１２を用いて、反射型の液晶表示装置に適用する例について示す。
【０１０９】
　まず、絶縁表面を有する基板７００を用意する。基板７００はバリウムホウケイ酸ガラ
ス、アルミノホウケイ酸ガラス若しくはアルミノシリケートガラスなど、フュージョン法
やフロート法で作製される無アルカリガラス基板、セラミック基板の他、本作製工程の処
理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板等を用いることができる。また、単結
晶シリコンなどの半導体基板、ステンレスなどの金属基板の表面に絶縁層を設けた基板を
適用しても良い。
【０１１０】
　次に、基板７００上に導電性材料を含む組成物を選択的に吐出して、ゲート配線７０１
および凸部７０２を形成する。この凸部は、ゲート配線とソース配線とで囲まれた領域、
即ち画素電極が形成されて表示領域となる領域に配置する。なお、凸部７０２の形状は特
に限定されず、径方向の断面が多角形であってもよいし、左右対称でない形状であっても
よい。例えば、凸部７０２の形状は円柱状や角柱状であってもよいし、円錐状や角錐状で
あってもよい。また凸部７０２は規則的に配置しても不規則に配置してもよい。
【０１１１】
　次に、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて、ゲート絶縁膜７０３を単層又は
積層構造で形成する。絶縁膜７０３は凸部が形成された基板上に形成され、表面に凹凸を
有している。
【０１１２】
　続いて、絶縁膜７０３上に第１の半導体膜、不純物元素を含む第２の半導体膜、および
第１の導電膜を順次、積層して形成する。
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【０１１３】
　第１の半導体膜は、シランやゲルマンに代表される半導体材料ガスを用いて気相成長法
やスパッタリング法で作製されるＡＳ、あるいはＳＡＳで形成する。不純物元素を含む第
２の半導体膜は、シランガスとフォスフィンガスを用いて形成すればよく、ＡＳまたはＳ
ＡＳで形成することが出来る。
【０１１４】
　次に、第１の導電膜上に組成物を選択的に吐出してマスクを形成し、このマスクを利用
して、上記第１の半導体膜、上記第２の半導体膜および上記第１の導電膜をエッチングし
て、それぞれ第１の半導体膜、第２の半導体膜および第１の導電膜をパターン形成する。
【０１１５】
　その後、公知の方法を用いて、全面に第２の導電膜を形成する。なお、第２の導電膜と
しては、反射性を有する導電膜を用いる。また、導電性を含む材料を吐出して第２の導電
膜を形成してもよい。
【０１１６】
　次いで、第２の導電膜上に組成物を選択的に吐出してマスクを形成し、マスクに覆われ
ていない部分をエッチングして、半導体膜７１６、ソース領域７１７およびドレイン領域
７１８、ソース電極７１９およびドレイン電極７２０、画素電極７０５を形成する。
【０１１７】
　こうして、凸部７０２上に形成された絶縁膜の表面は凹凸を有し、この凹凸を表面に有
する絶縁膜７０３上に画素電極７０５が形成されるので、画素電極７０５の表面に凹凸を
持たせて光散乱性を図ることができる。
【０１１８】
　本実施の形態の構成とすることで、画素ＴＦＴ部を作製する際、組成物を選択的に吐出
してマスクを形成することが可能であり、フォトマスクを利用した光露光工程を用いない
ことにより、工程を省略することができる。また、従来では、凹凸部を形成する際に工程
を増やす必要があったが、本実施の形態では、組成物を吐出してゲート配線と同時に凸部
を形成するため、工程を増やすことなく画素電極に凹凸部を形成することができる。
【０１１９】
（実施の形態８）
　本実施の形態では、上記実施の形態１におけるアクティブマトリクス基板の作製工程を
より簡略化した方法について図１１を用いて説明する。
【０１２０】
　まず、基板２００上に、導電性材料を含む組成物を選択的に吐出して、ゲート配線層２
０２、ゲート電極層２０３、容量配線層２０４を形成する。次に、プラズマＣＶＤ法やス
パッタリング法を用いて、ゲート絶縁膜２０５を単層又は積層構造で形成する。さらに活
性層として機能する半導体膜２０６および一導電型の不純物元素を含有する半導体として
、ｎ型またはｐ型の半導体膜２０７を形成する。以上の工程は実施の形態１と同様である
ため、詳しい説明は省略する。
【０１２１】
　次に、半導体膜２０７上に、導電性を含む組成物を選択的に吐出して導電性の金属膜５
０８形成する（図１１（Ａ））。この金属膜５０８を形成する導電性材料としては、Ａｇ
、Ａｕ、Ｃｕ、Ｗ、Ａｌ等の金属の粒子を主成分とした組成物を用いることができる。ま
た、透光性を有するインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物と酸化珪素からなるＩＴＳ
Ｏ、有機インジウム、有機スズ、酸化亜鉛、窒化チタンなどを組み合わせても良い。
【０１２２】
　次に、金属膜５０８をマスクとしてエッチングを行い、金属膜に覆われていない半導体
膜２０６および半導体膜２０７を除去し、画素ＴＦＴ部において、半導体膜５１１および
ｎ型半導体膜５１２を形成する（図１１（Ｂ））。なお、ここでのエッチング方法として
は、ウエットエッチングまたはドライエッチングのどちらを用いてもよいが、なるべく金
属膜５０８が侵食されない方法で行う。
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【０１２３】
　続いて、導電性材料を含む組成物を吐出して、全面に透明導電膜５１４を形成した後、
組成物を選択的に吐出してマスク５１５を形成する。そして、このマスク５１５を利用し
てエッチングすることにより、半導体膜５１６、ソース領域５１７およびドレイン領域５
１８、ソース電極５１９およびドレイン電極５２０、画素電極５２１を形成する。
【０１２４】
　このように、本実施の形態では、金属膜５０８を選択的に形成し、同時に金属膜５０８
をマスクとして用いることにより、マスクの形成やエッチング後のマスクの除去が不要と
なるため、より簡略化した工程で液晶表示パネルを作製することが可能となる。
【０１２５】
（実施の形態９）
　次に、上記実施の形態によって作製される液晶表示パネルに駆動用のドライバ回路を実
装する態様について、図１７～図１９を参照して説明する。
【０１２６】
　まず、ＣＯＧ方式を採用した表示装置について、図１７を用いて説明する。基板１００
１上には、文字や画像などの情報を表示する画素部１００２、走査側の駆動回路１００３
、１００４が設けられる。複数の駆動回路が設けられた基板１００５、１００８は、矩形
状に分断され、分断後の駆動回路（以下ドライバＩＣと表記）は、基板１００１上に実装
される。図１７（Ａ）は複数のドライバＩＣ１００７、該ドライバＩＣ１００７の先にテ
ープ１００６を実装する形態を示している。図１７（Ｂ）はドライバＩＣ１０１０、該ド
ライバＩＣ１０１０の先にテープ１００９を実装する形態を示している。
【０１２７】
　次に、ＴＡＢ方式を採用した表示装置について、図１８を用いて説明する。基板１００
１上には、画素部１００２、走査側の駆動回路１００３、１００４が設けられる。図１８
（Ａ）は基板１００１上に複数のテープ１００６を貼り付けて、該テープ１００６にドラ
イバＩＣ１００７を実装する形態を示している。図１８（Ｂ）は基板１００１上にテープ
１００９を貼り付けて、該テープ１００９にドライバＩＣ１０１０を実装する形態を示し
ている。後者を採用する場合には、強度の問題から、ドライバＩＣ１０１０を固定する金
属片等を一緒に貼り付けるとよい。
【０１２８】
　これらの液晶表示パネルに実装されるドライバＩＣは、生産性を向上させる観点から、
一辺が３００ｍｍから１０００ｍｍ以上の矩形状の基板１００５、１００８上に複数個作
り込むとよい。
【０１２９】
　つまり、基板１００５、１００８上に駆動回路部と入出力端子を一つのユニットとする
回路パターンを複数個形成し、最後に分割して取り出せばよい。ドライバＩＣの長辺の長
さは、画素部の一辺の長さや画素ピッチを考慮して、図１７（Ａ）、図１８（Ａ）に示す
ように、長辺が１５～８０ｍｍ、短辺が１～６ｍｍの矩形状に形成してもよいし、図１７
（Ｂ）、図１８（Ｂ）に示すように、画素領域１００２の一辺、又は画素部１００２の一
辺と各駆動回路１００３、１００４の一辺とを足した長さに形成してもよい。
【０１３０】
　図１７および図１８に示すように、ドライバＩＣをガラス基板に形成することにより、
特に長辺の長さに対する制約が緩和され、画素部１００２に対応して実装するのに必要な
数が少なくて済む。すなわち、単結晶シリコンで形成したドライバＩＣでは、機械的な強
度や基板の制約から長尺のドライバＩＣを製造することができない。ガラス基板上にドラ
イバＩＣを形成すると、母体として用いる基板の形状に限定されないので生産性を損なう
ことがない。これは、円形のシリコンウェハからＩＣチップを取り出す場合と比較すると
、大きな優位点である。
【０１３１】
　図１７（Ａ）及び（Ｂ）、図１８（Ａ）及び（Ｂ）において、画素領域１００２の外側
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の領域には、駆動回路が形成されたドライバＩＣ１００７、１００８又は１００９が実装
される。これらのドライバＩＣ１００７～１００９は、信号線側の駆動回路である。ＲＧ
Ｂフルカラーに対応した画素領域を形成するためには、ＸＧＡクラスで信号線の本数が３
０７２本必要であり、ＵＸＧＡクラスでは４８００本が必要となる。このような本数で形
成された信号線は、画素領域１００２の端部で数ブロック毎に区分して引出線を形成し、
ドライバＩＣ１００７～１００９の出力端子のピッチに合わせて集められる。
【０１３２】
　ドライバＩＣは、基板上に形成された結晶質半導体により形成されることが好適であり
、該結晶質半導体は連続発光のレーザ光を照射することで形成されることが好適である。
従って、当該レーザ光を発生させる発振器としては、連続発光の固体レーザ又は気体レー
ザを用いる。連続発光のレーザを用いると、結晶欠陥が少なく、大粒径の多結晶半導体層
を用いて、トランジスタを作成することが可能となる。また移動度や応答速度が良好なた
めに高速駆動が可能で、従来よりも素子の動作周波数を向上させることができ、特性バラ
ツキが少ないために高い信頼性を得ることができる。なお、さらなる動作周波数の向上を
目的として、トランジスタのチャネル長方向とレーザ光の走査方向と一致させるとよい。
これは、連続発光レーザによるレーザ結晶化工程では、トランジスタのチャネル長方向と
レーザ光の基板に対する走査方向とが概ね並行（好ましくは－３０°～３０°）であると
きに、最も高い移動度が得られるためである。なおチャネル長方向とは、チャネル形成領
域において、電流が流れる方向、換言すると電荷が移動する方向と一致する。このように
作製したトランジスタは、結晶粒がチャネル方向に延在する多結晶半導体層によって構成
される活性層を有し、このことは結晶粒界が概ねチャネル方向に沿って形成されているこ
とを意味する。
【０１３３】
　レーザ結晶化を行うには、レーザ光の大幅な絞り込みを行うことが好ましく、そのビー
ムスポットの幅は、ドライバＩＣの短辺の同じ幅の１～３ｍｍ程度とすることがよい。ま
た、被照射体に対して、十分に且つ効率的なエネルギー密度を確保するために、レーザ光
の照射領域は、線状であることが好ましい。但し、ここでいう線状とは、厳密な意味で線
を意味しているのではなく、アスペクト比の大きい長方形もしくは長楕円形を意味する。
例えば、アスペクト比が２以上（好ましくは１０～１００００）のものを指す。このよう
に、レーザ光のビームスポットの幅をドライバＩＣの短辺と同じ長さとすることで、生産
性を向上させた表示装置の作製方法を提供することができる。
【０１３４】
　図１７、図１８では、走査線駆動回路は画素部と共に一体形成し、信号線駆動回路とし
てドライバＩＣを実装した形態を示した。しかしながら、本発明はこの形態に限定されず
、走査線駆動回路及び信号線駆動回路の両方として、ドライバＩＣを実装してもよい。そ
の場合には、走査線側と信号線側で用いるドライバＩＣの仕様を異なるものにするとよい
。
【０１３５】
　画素領域１００２は、信号線と走査線が交差してマトリクスを形成し、各交差部に対応
してトランジスタが配置される。本発明は、画素領域１００２に配置されるトランジスタ
として、非晶質半導体又はセミアモルファス半導体をチャネル部としたＴＦＴを用いるこ
とを特徴とする。非晶質半導体は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等の方法により
形成する。セミアモルファス半導体は、プラズマＣＶＤ法で３００℃以下の温度で形成す
ることが可能であり、例えば、外寸５５０×６５０mmの無アルカリガラス基板であっても
、トランジスタを形成するのに必要な膜厚を短時間で形成するという特徴を有する。この
ような製造技術の特徴は、大画面の表示装置を作製する上で有効である。また、セミアモ
ルファスＴＦＴは、ＳＡＳでチャネル形成領域を構成することにより２～１０ｃｍ2／Ｖ
・ｓｅｃの電界効果移動度を得ることができる。従って、このＴＦＴを画素のスイッチン
グ用素子や、走査線側の駆動回路を構成する素子として用いることができる。従って、シ
ステムオンパネル化を実現した液晶表示パネルを作製することができる。
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【０１３６】
　なお、図１７、図１８では、半導体層をＳＡＳで形成したＴＦＴを用いることにより、
走査線側駆動回路も基板上に一体形成することを前提として示している。半導体層をＡＳ
で形成したＴＦＴを用いる場合には、走査線側駆動回路及び信号線側駆動回路の両方をド
ライバＩＣを実装してもよい。
【０１３７】
　その場合には、走査線側と信号線側で用いるドライバＩＣの仕様を異なるものにするこ
とが好適である。例えば、走査線側のドライバＩＣを構成するトランジスタには３０Ｖ程
度の耐圧が要求されるものの、駆動周波数は１００ｋＨｚ以下であり、比較的高速動作は
要求されない。従って、走査線側のドライバを構成するトランジスタのチャネル長（Ｌ）
は十分大きく設定することが好適である。一方、信号線側のドライバＩＣのトランジスタ
には、１２Ｖ程度の耐圧があれば十分であるが、駆動周波数は３Ｖにて６５ＭＨｚ程度で
あり、高速動作が要求される。そのため、ドライバを構成するトランジスタのチャネル長
などはミクロンルールで設定することが好適である。
【０１３８】
　図１９はドライバＩＣをＣＯＧで実装する構成を示している。図１９（Ａ）はＴＦＴ基
板８００に、ドライバＩＣ８０６が異方性導電材を用いて実装された構造を示す。ＴＦＴ
基板８００上には画素領域８０１、信号線側入力端子８０４（走査線入力端子であっても
同様である。）を有している。対向基板８２９はシール材８２６でＴＦＴ基板８００と接
着されており、その間に液晶層８３０が形成されている。
【０１３９】
　信号線側入力端子８０４には、ＦＰＣ８１２が異方性導電材で接着されている。異方性
導電材は樹脂８１５と表面にＡｕなどがメッキされた数十～数百μm径の導電性粒子８１
４から成り、導電性粒子８１４により信号線側入力端子１０４とＦＰＣ８１２に形成され
た配線８１３とが電気的に接続される。ドライバＩＣ８０６も、異方性導電材でＴＦＴ基
板８００に接着され、樹脂８１１中に混入された導電性粒子８１０により、ドライバＩＣ
８０６に設けられた入出力端子８０９と信号線側入力端子８０４と電気的に接続される。
【０１４０】
　また、図１９（Ｂ）で示すように、ＴＦＴ基板８００にドライバＩＣ８０６を接着材８
１６で固定して、Ａｕワイヤ８１７によりドライバＩＣの入出力端子と引出線または接続
配線とを接続しても良い。そして封止樹脂８１８で封止する。なお、ドライバＩＣの実装
方法は、特に限定されるものではなく、公知のＣＯＧ方法やワイヤボンディング方法、或
いはＴＡＢ方法を用いることができる。
【０１４１】
　ドライバＩＣの厚さは、対向基板と同じ厚さとすることで、両者の間の高さはほぼ同じ
ものとなり、表示装置全体としての薄型化に寄与する。また、それぞれの基板を同じ材質
のもので作製することにより、この表示装置に温度変化が生じても熱応力が発生すること
なく、ＴＦＴで作製された回路の特性を損なうことはない。その他にも、本実施形態で示
すようにＩＣチップよりも長尺のドライバＩＣで駆動回路を実装することにより、１つの
画素領域に対して、実装されるドライバＩＣの個数を減らすことができる。
【０１４２】
　以上のようにして、液晶表示パネルに駆動回路を組み入れることができる。
【０１４３】
（実施の形態１０）
　実施の形態９により作製される液晶表示パネルによって、液晶テレビ受像機を完成させ
ることができる。図２３は液晶テレビ受像機の主要な構成を示すブロック図を示している
。液晶表示パネルには、図２０で示すような構成として、画素部４０１のみが形成されて
走査線側駆動回路４０３と信号線側駆動回路４０２とがＴＡＢ方式により実装される場合
と、図２１に示すような構成として画素部４０１とその周辺に走査線側駆動回路４０３と
信号線側駆動回路４０２とがＣＯＧ方式により実装される場合と、図２２に示すようにＳ
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ＡＳでＴＦＴを形成し、画素部４０１と走査線側駆動回路４０３を基板上に一体形成し信
号線側駆動回路４０２を別途ドライバＩＣとして実装する場合などがあるが、どのような
形態としても良い。
【０１４４】
　その他の外部回路の構成として、映像信号の入力側では、チューナ４０４で受信した信
号のうち、映像信号を増幅する映像信号増幅回路４０５と、そこから出力される信号を赤
、緑、青の各色に対応した色信号に変換する映像信号処理回路４０６と、その映像信号を
ドライバＩＣの入力仕様に変換するためのコントロール回路４０７などからなっている。
コントロール回路４０７は、走査線側と信号線側にそれぞれ信号が出力する。デジタル駆
動する場合には、信号線側に信号分割回路４０８を設け、入力デジタル信号をｍ個に分割
して供給する構成としても良い。
【０１４５】
　チューナ４０４で受信した信号のうち、音声信号は、音声信号増幅回路４０９に送られ
、その出力は音声信号処理回路４１０を経てスピーカ４１３に供給される。制御回路４１
１は受信局（受信周波数）や音量の制御情報を入力部４１２から受け、チューナ４０４や
音声信号処理回路４１０に信号を送出する。
【０１４６】
　図２４は液晶表示モジュールの一例であり、ＴＦＴ基板２００と対向基板２２９がシー
ル材２２６により固着され、その間に画素部１０１と液晶層２３０が設けられ表示領域を
形成している。着色層２５０はカラー表示を行う場合に必要であり、ＲＧＢ方式の場合は
、赤、緑、青の各色に対応した着色層が各画素に対応して設けられている。ＴＦＴ基板２
００と対向基板２２９の外側には偏光板２５１、２５２が配設されている。光源は冷陰極
管２５８と導光板２５９により構成され、回路基板２５７は、フレキシブル配線基板２５
６によりＴＦＴ基板２００と接続され、コントロール回路や電源回路などの外部回路が組
みこまれている。
【０１４７】
　上記液晶表示モジュールを筐体２３０１に組みこんでテレビ受像機を完成させた状態を
図２５に示している。液晶表示モジュールにより表示画面２３０３が形成され、その他付
属設備としてスピーカ２３０４、操作スイッチ２３０５などが備えられている。このよう
に、本発明によりテレビ受像機を完成させることができる。
【０１４８】
　勿論、本発明はテレビ受像機に限定されず、パーソナルコンピュータのモニタをはじめ
、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭における広告表示盤など特に大面積の
表示媒体として様々な用途に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の上面図を示す図。
【図２】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図３】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図４】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図５】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図６】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図７】液晶表示装置の断面を示す図。
【図８】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図９】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図１０】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図１１】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図１２】反射型の電気光学装置の断面を示す図。
【図１３】製造装置の上面を示す図。
【図１４】製造装置の上面を示す図。
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【図１５】本発明に適用することのできる液滴吐出装置の構成を説明する図。
【図１６】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図１７】本発明の液晶表示装置の駆動回路の実装方法を示す図。
【図１８】本発明の液晶表示装置の駆動回路の実装方法を示す図。
【図１９】本発明の液晶表示装置の駆動回路の実装方法を示す図。
【図２０】本発明の液晶表示装置の構成を説明する上面図。
【図２１】本発明の液晶表示装置の構成を説明する上面図。
【図２２】本発明の液晶表示装置の構成を説明する上面図。
【図２３】本発明の液晶表示装置の受像機の主要な構成を示すブロック図。
【図２４】本発明の液晶表示装置の構成を説明する図。
【図２５】本発明により完成する電子機器の例を示す図。
【図２６】本発明により完成する電子機器の例を示す図。

【図１】 【図２】
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